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　UAゼンセンに加盟する「UAゼン
センヤマダ電機労働組合」、「ケーズ
ホールディングスユニオン」、「UAゼ
ンセン　デンコードーユニオン」の３
労組が会社側と締結した年間所定休日
に関する労働協約が、茨城県全域の大
型家電量販店に拡張適用されることに
なった。労働組合法第18条にもとづ
く「労働協約の地域的拡張」と呼ばれ
る制度によるもの。これにより、対象
となる労働者には、３社の社員でなく
とも、同協約で定める「年間所定労働
日数111日以上」が適用される。拡張
適用の期間は来年４月１日から。

９月22日に厚労相名で決定

　労働組合法第18条では、ある地域
で働く同種の労働者の大部分が、１つ
労働協約の適用を受けることになった
場合、労働協約の当事者（労使）の双
方または一方の申し立てに基づき、労
働委員会の決議により、厚生労働大臣
または都道府県知事がその地域の同種
の労働者及び使用者もその労働協約の
適用を受けると決定できる、と定めて
いる（条文を次頁に掲載）。この制度
は「労働協約の地域的拡張」と呼ばれ
ている。
　今回の地域的拡張の適用は、中央労
働委員会が８月４日に決議。これをう
けて９月22日、決定が厚労相名で出
された。地域的拡張の決定が行われた
のは、1989年の愛知県知事の決定以来、
32年ぶりのこと。

地域は茨城県全域

　今回の決定により拡張適用される協
約の内容をみると、茨城県全域に所在

する大型家電量販店で働く、フルタイ
ムの無期契約の労働者が対象となる。
　大型家電量販店といっても、①日本
標準産業分類の「電機機械器具小売業
（中古品を除く）」「電機事務機械器具
小売業（中古品を除く）」または「写
真機・写真材料小売業」のいずかに該
当すること②販売する商品のなかに、
少なくとも「エアコン」「冷蔵庫」「洗
濯機」の３品目が含まれていること③
店舗がある建物が「大規模小売店舗立
地法」における「大規模小売店舗」に
該当すること④店舗面積が1,000平方
メートルを超えていること――などの
条件を充足する店舗が該当する。
　フルタイムの無期契約の労働者の具
体的な内容は、「大型家電量販店」を
営む事業主との間で労働契約を締結し
ていることや、労働契約に契約期間の
定めがないこと、「大型家電量販店」
を主たる就労場所として労働時間管理
を受けていること、所定労働時間が１
日７時間以上でありかつ、１週35時
間以上であること――などを充足する
労働者となっている。

年間所定休日は最低でも111日に

　適用対象となる労働者は、１日の所
定労働時間が７時間45分を超える者
については、年度はじめに付与される
所定休日の最低日数が、年間で「111
日以上」となり、これを下回る場合は
労働条件の変更が必要となる（１日の
所定労働時間が７時間以上７時間45
分以下の場合は「107日以上」）。ただ
し、基本給が時給や日給で算出される
労働者や、店長・課長級クラス以上の
管理職でかつ、適用労働者を２人以上

部下としてもつ労働者は除外される。
　労働協約の拡張適用の期間は、
2022年４月１日～2023年５月31日
まで。
　中央労働委員会の資料によると、茨
城県内にある３社の「大型家電量販店」
は51店舗あり、適用対象となる労働
者数は601人。３社以外の企業によっ
て営業されている「大型家電量販店」
は５店舗（２社）あり、これらの店舗
で適用労働者に該当する労働者は61
人であることから、「同種の労働者」
に対する協約のカバー率は90.8％と
なっている。

もともと他業界に比べ休日数が
少ない

　３労組の上部団体であるUAゼンセ
ンによると、家電量販店は他業界に比
べ、年間所定休日数が少ない。来店客
と直接応対して販売するビジネススタ
イルであるため、経営側は、限られた
人員のなかで売上を維持・向上させよ
うとし、従業員が売場に立つ営業日を
減らすことに消極的になりがちだとい
う。しかし、それがまた業界からの人
手の流出を招き、「人手不足感が高い」
（波岸孝典・流通部門事務局長）とい
う課題を抱える。
　労働条件の切り下げ競争になる恐れ
があることから、UAゼンセンでは数
年前から同業界での地域的拡張の取り
組みに乗り出した。「家電量販店トッ
プ10のうち、９社は加盟組合の企業
であり、全国の家電量販店で働く正社
員のおそらく８割はUAゼンセンの組
合員」（西尾多聞・副書記長）という
組織化状況も、同業界で地域的拡張に

1 年間所定休日に関する労働協約を地域的拡張
――UAゼンセン加盟労組の家電量販店3社労 働 協 約
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取り組む大きな背景となったという。
　申し立てを行う際は、１つの労働協
約でなければならない。そのため、３
社では組合側が会社側に働きかけ、「公
正な労働基準の確立」という趣旨に賛
同してもらい、2020年４月、３社が
それぞれで協約締結していた年間休日
数の最低ラインだった111日を最低日
数とする協約に連名で調印してもらっ
た。

地域については狭められて決議

　３労組が中央労働委員会に申し立て
を行ったのは2020年８月。約１年間
の審議を経て、2021年８月４日の定
例総会で決議されることになったが、
一部内容が中央労働委員会によって修
正された。
　申し立て時の協約は、茨城県全域だ
けでなく、商圏が連続することなどか
ら、そこから隣接する千葉県、栃木県、

福島県の一部の市町村を適用地域とし
たが、３社が全国展開企業であり、ま
た、客観的で明確であることのほか、
協約に関与していない労使に対する説
得性が必要であることを理由に、茨城
県全域という結果となった。一方、「同
種の労働者」と、協約が同種の労働者
の「大部分」に適用しているかどうか
の判断については、申し立ての内容を

認めた。
　今回の地域的拡張の決定をうけ西尾
副書記長は、「同種の労働者を組織化
していくことの必要性をあらためて感
じた。今後、経営側に対しては引き続
き、公正な労働基準や公正競争の大切
さへの理解を深めてもらう努力をして
いく」と話している。

（調査部）

参考：労働組合法第18条の条文
（地域的の一般的拘束力）
第十八条　一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約
の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申
立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、
当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約
（第二項の規定により修正があつたものを含む。）の適用を受けるべきこと
の決定をすることができる。
２　�労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当

な部分があると認めたときは、これを修正することができる。
３　第一項の決定は、公告によつてする。




